
1. 校内生活に関する事項

1） 成績の評定、進級（卒業）

① 成績の評定

1 各学期末の成績は、定期考査および学習状況を観点別にに評価して総合的に行う。

1学期と2学期には中間および期末の2回、3学期には期末のみ1回定期考査を行う。

2 評定は、各学期末成績の平均で定め、その点数において次のように定める。

5 ： 80点～100点

4 ： 65点～79点

3 ： 40点～64点 ※ただし、平均点が50点未満の場合

2 ： 30点～39点 2 ： 平均点の1/2～39点

1 ： 0点～29点 1 ： 平均点の1/2未満 とする。

3 当該科目の年間総授業時数の１／３以上を欠課した者は原則、3学期期末考査を受験

できず、その科目を不認定とする。

4 評定1の科目は、単位の修得を認定しない。

②  進級(卒業）

次のa、b、cのいずれかに該当する者は原則として進級（卒業）できない。

a 不認定科目が1科目以上ある者

b 年間欠席日数が30日以上の者

c 就学態度で問題のある者

③ 追試験規定

1 学年末成績において、評定1の科目を有する者は追試験を受け、合格認定を受けること

ができる。

2 追試験を受験できる者は進級（卒業）判定会議において受験を認められた者に限る。

3 １／３以上の欠課により、学年末考査を受験できなかった者は、審議を経て、保護者

出校の上指定した補習を満たせば、追試験を受けることができる。

4 追試験の結果、合格認定を得られなかった者は、原級にとどまるものとする。

5 定められた追試験を正当な理由なく受験しなかった者は原級にとどまるものとする。

6 ３年生に限り、１学期末に欠点科目を有する者は、追試験を義務付け、その合格を

もって、追加認定扱いとする



1. 校内生活に関する事項

2） 出欠席等に関する件

病気その他やむをえない事情以外は欠席、欠課、遅刻、早退をしないように心がける。

・ 欠席・遅刻

欠席・遅刻する場合は、BLENDを用い保護者から学校へ連絡する。後日、所定の欠席届

を提出する。

・ 早退・外出

早退・その他所用による外出に際しては、学級担任に届け所定の用紙に事由を記入の上、

学年主任・生徒指導部長の許可を受けなければならない。

1 授業の欠課

授業時間の２／３以上を受講しなかった場合は、その授業を欠課とする。

2 ﻿﻿転学・退学・休学・復学

転学、退学、休学、復学をしようとする時は保護者、保証人連署をもって校長の許可を受け

る。(様式①②③④）

ア 休学とは、病気・その他正当な理由により3ケ月以上欠席する場合で、校長の許可を必要

とする。休学した場合は、その年度の進級は認めない。

イ 休学の復学は、翌年4月の新年度からとする。

ウ 3ヶ月以内で長期の欠席がある場合は、その事由を書面をもって届出、許可を得なければ

ならない。

エ 長期欠席の復学は事由消滅の時点からとする。

3 出席停止

本校が定める感染症・忌引等、校長が出席しなくても良いと認めた場合は、出席停止とする。

必要に応じて証明書を提出する。忌引きの日数は土日も含め、次の範囲内とする。

・ ﻿父母（養父母を含む） 7日

・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹 3日

・ ﻿﻿﻿伯叔父母 1日

4 公欠

校長が許可した対外試合、公共機関の交通事情、受験等の場合は公欠(出席扱い)とする。



様式① 様式②

※これらの様式は、BLENDよりダウンロード可

様式③ 様式④

※これらの様式は、BLENDよりダウンロード可


